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アベノミクスと財政再建 
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アベノミクスと財政再建 

 二つの財政再建 
 
  構造的改革による財政再建 
     消費税等の増税・歳出のカット＝「第4の矢」？ 
  経済成長による「自律的」財政再建 
     税収の「自然増収」による財政赤字の縮減・解消 
 
 アベノミクスは経済成長に期待？ 
 
 増税・歳出カットは却って景気回復・経済成長を損なう？ 
 問われるのは、「望ましさ」ではなく、赤字を解消するだけの高

い経済成長の「実現性」 
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アベノミクスと財政再建（その２） 
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 ドーマー条件＝財政が持続可能（財政破たんしない）ために
は公債（政府の借金残高）の増加率が経済の成長率を超えな
い 

⇒基礎的財政収支の対ＧＤＰ比、（金利－成長率）と公債残高
（対ＧＤＰ比）の関係に依存 
 与謝野(吉川）・竹中論争＝金利と成長率の関係 
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金利・成長率ギャップ 

ドーマー条件 



基礎的財政収支と公債残高 

)(
/
1)( gr

Y
s

YB
g

B
gtrB

Y
Y

B
B

Y
B

−+−=





 −

−−
=

∆
−

∆
∝∆

公債の対GDP比＝B/Yを60％まで引き下げ 



出所：「歳出・歳入一体改革」中間とりまとめ参考資料（平成18年4月7日） 

経済成長と金利 
 財政再建に必要な収支改善努力(＝基礎的財政収支GDP比)

は金利と経済成長の関係に大きく依存 



 経済成長と金利（その２） 
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出所：中長期財政に関する試算（内閣府（平成25年8月8日） 



消費税増税を巡る賛否両論 

視点 賛成論 反対論 

景気（マクロ経
済）への影響 

課税の平準化 
＝将来的な大規模な増税
を回避することで経済へ
のマイナス影響を緩和・
平準化 

政府の進めるデフレ脱却
（アベノミクス）が腰折
れの懸念 

財政の持続可能性
への効果 

財政（基礎的財政収支）
赤字の縮小に繋がる 

景気が悪化すれば、税収
も落ち込むため、財政は
一層悪化しかねない
（例：199７年の経験） 
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課税の平準化 
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（消費）税率 

時間 
2015年 

現行水準 
増税の先送り 

将来的に大幅な増税 
⇒将来の経済に悪影響 

税率の平準化 



増税は経済成長に悪影響？ 
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成長重視派 財政再建派 
財政赤字 デフレ不況の結果 

⇒景気回復で縮減可能 
高齢化等、構造的要因 

増税 現在の景気回復を阻害 
⇒増税で却って財政は悪
化 

現在、増税しなければ将来
的に大規模な増税を強いら
れる 
⇒将来の経済成長・景気に
マイナス 

経済成長 景気回復から中長期の経
済成長につなげることは
可能 
（「良い均衡」へのシフ
ト） 

構造改革を伴っても財政赤
字を解消するほどの高い経
済成長は困難 



財政赤字の経済分析 



財政赤字を巡る議論 

 財政赤字は問題か？ 
 
  ① 内国債自体は国民が国民自身に対して負っている

借金 
  ⇒国内から資源が失われたわけではない。 
 
  ② リカード・バローの等価定理＝財政赤字（現在の

減税）は将来の増税を見越した民間貯蓄の増加で相殺 
   ⇒実体経済に影響しない 
 
  ③財政当局＝財政赤字は金利の上昇・財政の硬直化、

将来世代への負担の転嫁をもたらす 
   ⇒経済成長に悪影響 



財政赤字は何故望ましくないのか？ 

図２.１:財政赤字の影響 

 

              財政赤字の累積 

 

 

     公債費の増加   国債への信認の低下    将来の増税（期待） 

 

     財政の硬直化 

           将来不安による投資・消費の低迷  金利上昇 

                                

                         クラウディング・アウト 

 

           経済活動を阻害 

                        将来世代への負担の転嫁 

                       ＝世代間不公平 

（出所）財務省ホームページの資料を若干改定 



クラウディングアウト 

市場金利 
貯蓄＝S 

民間投資 

民間投資＋公債発行 

資金 ０ 

E 

F 

財政赤字＝公債発行 

金利上昇 

民間投資減＝クラウディングアウト 



財政赤字を巡る議論 

 財政再建は「パレート改善」か？ 
 

 財政再建には増税、補助金・給付カット等「痛み」が伴う 
   ⇒パレート改善ではない 
   ⇒現状は「効率的」？ 
   ⇒問われるのは現状の「持続可能性」 

 
 留意：パレート最適＝現行の実行可能な資源配分に対して、パレー

ト改善する（他の個人の厚生を損なうことなく少なくとも一人の厚
生を増進する）実行可能な資源配分が他に存在しない。 

 

  ⇒実行可能（持続可能）な資源配分間で比較 



リカード・バローの等価定理 

 現在、財政赤字を出して減税を行うとする⇒将来の増税を
予期する納税者（＝代表的個人）は将来増税に備えて、減
税分を貯蓄に回す⇒個人の消費選択に変化なし 

 

 民間の貯蓄増＝減税分＝財政赤字=公債増 

 

 財政赤字は①市場利子率の上昇や②民間投資のクラウディ
ングアウト効果をもたらさない 

 

  ⇒リカードの等価定理＝財政赤字は実体経済に対して
「中立的」 



2期間モデルによる説明 
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リカード・バローの等価定理（その２） 
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 等価定理の前提条件 
   －課税は定額税⇒課税に伴う「超過負担」は考慮さ

れない 
   －「代表的家計」 ⇒現在、減税を享受する納税者が

将来の増税を負担 
   －政府の支出は一定⇒異なるのは課税のタイミング 

 
 政府の長期的予算制約式：     

 
 リカードの等価定理の拡張 
    －今期の財政赤字＝減税が将来世代への増税で

もって元利償還⇒世代間移転 



貯蓄と遺産動機（再論） 

 ２期間モデル（ライフサイクルモデル）では遺産を無視 
 
 貯蓄には将来の消費への「備え」だけではなく、自分の

子供（次世代）への遺産の贈与も目的とするケースもあ
り。 

 
 3つの遺産動機 
  － 偶発的遺産：ライフサイクル仮説と寿命の不確実

性 
  ― 利他的動機：「バローの中立命題」 
  ― 戦略的動機：契約と「家庭内生産・取引」 

 
 利他的動機⇒親世代が子供世代の増税に備えて減税分を

遺産に回す：減税＝財政赤字増＝民間貯蓄増＝次世代へ
の遺産増＝「バローの等価定理」 
 



等価定理の含意 

 財政赤字は問題ではない？⇒財政赤字による積極的財政政
策を容認？ 

 

 財政赤字を出して減税しても、今期の消費は喚起されない
⇒減税分＝貯蓄増（次世代への遺産増） 

 

 積極的財政政策はマクロ経済を喚起する効果もなし 

 

 留意；財政赤字で公共支出を増やすと経済効果は異なる 

 

 中立命題＝財政赤字を否定も肯定もしない 



公債償還の経済コスト 

納税者の負担 10万円（＝納税）＋超過負担 

家計への所得移転 10万円 

家計の購買力＝所得効果 変化なし⇒「右から左のポケットへのお金の移動」 

ネットの経済（効率）ロス 超過負担＝税に起因する代替効果分 

家計 
＝納税者 
＝国債保有者 

政府 

納税＝10万円 

公債の元利償還＝10万円 
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課税の平準化 

 財政赤字は出さない？⇒政府は均衡財政を強いられる 
 
 一定の財源を賄うよう課税ベース（例：所得）の変動に応じ

て税率を調整：不況（好況） ⇒課税ベース↓（↑） ⇒税率
↑（↓） ⇒課税に伴う超過負担↑（↓）  

 
 留意：超過負担＝税率＊課税ベースの縮小/2 
 
 ラムゼー・ルール＝異時点間に渡る超過負担の合計を最小化

⇒各期の課税ベースの弾力性が同じならば税率の均一化＝
「平準化」 

 
 差額＝支出－税収は財政赤字でファイナンス⇒「長期的」に

は均衡財政 
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超過負担 



ラムゼー・ルール：動学バージョン 
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 政府の長期的予算制約式の下で課税の異時点間に渡る「総費
用」（超過費負担） 
 

 短期的には財政赤字・黒字⇒長期的財政均衡 
 

 必要条件（ラムゼー・ルール）： 
 
 

 
 

 課税の平準化： 
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課税平準化の含意 

現在の税率 
一時的支出増 
長期的な支出は一定 

一定に維持 
差額は財政赤字で補てん⇒将来の財
政黒字で解消 

恒久的支出増 
 Ｇ↑ 

将来の大幅な増税を避けるため早期に
増税 
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課税の平準化 
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（消費）税率 

時間 
2015年 

現行水準 
増税の先送り 

将来的に大幅な増税 
⇒将来の経済に悪影響 

税率の平準化 



課税の平準化 

 財政赤字は出さない？⇒政府は均衡財政を強いられる 

 

 一定の財源を賄うよう課税ベース（例：所得）の変動に
応じて税率を調整：不況（好況） ⇒課税ベース↓
（↑） ⇒税率↑（↓） ⇒課税に伴う超過負担↑（↓）  

 

 留意：超過負担＝税率＊課税ベースの縮小/2 

 

 ラムゼー・ルール＝異時点間に渡る超過負担の合計を最
小化⇒各期の課税ベースの弾力性が同じならば税率の均
一化＝「平準化」 

 

 差額＝支出－税収は財政赤字でファイナンス⇒「長期
的」には均衡財政 



ラムゼー・ルール：動学バージョン 
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 政府の長期的予算制約式の下で課税の異時点間に渡る「総費用」
（超過費負担） 
 

 必要条件（ラムゼー・ルール）： 
 
 

 
 

 課税の平準化： 
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参考：課税の「自動安定化機能」 
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世代会計 
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世代会計 

2008BN T
T =Σ

 政府の長期的予算制約式 
 
 
 
 
 

 仮定：財政破綻はない 
 

 現在世代の純税負担↓⇒将来世代の純税負担↑ 

 

 世代間「ゼロサム・ゲーム」の様相 

 
 

現存世代の将来純負担額の現在価値  
    ＋将来世代の将来純負担額の現在価値 ＝政府の純負債額 
 
 



世代会計： 

注：将来医療費の伸びは経済成長率と同程度と仮定 

出所：経済財政白書（平成17年度版） 



財政赤字はコントロールできるか？ 

 「リカード・バローの等価定理」、「課税の平準化」とも
に財政の持続可能性を「仮定」 

  ⇒政府の長期的予算制約＝収支均衡 
 

 財政赤字の是正 
    －歳出の削減⇒どの公共サービスをカット？ 
    －増税⇒どの税目を増税？ 

 
 政府は長期的な視点から財政運営を担っているか？ 
 
 財政赤字の是正に調整される財政変数（リカード・バロー

の等価定理であれば増税）について合意があるか？ 



諸外国の財政再建 
歳出面 歳入面 

米国  * cap（歳出上限の設定）や、pay-as-you-
go（財源なくして増額措置等なし）の原則
を導入 
  * 国防費や社会保障費の抑制 

 * 所得税、法人税、遺産税等の増税 
  * 社会保険料の引上げ等 
 

英国  * 向こう３年間の公共支出の伸率上限の
設定や民営化等の推進による歳出抑制 
  * 財政規律の強化（公的部門の借入れ
は投資目的に限定等） 

*付加価値税、個別間接税等の増税 

独  * 新規措置は同等の既存措置の削減を
条件とする原則の導入 
  * 社会保障費の抑制等による歳出抑制 

*付加価値税、連帯付加税（所得税・法
人税）、環境関連税等の増税 

カナダ  * 優先度の低い施策を削減・廃止し、より
優先度の高い施策に財源を振り向ける取
組を徹底 
 * 州への連邦交付金制度の見直し、社会
保障費の抑制 

 * 法人税等の増税 
 * 社会保険料の引上げ等 
 

出所：財務省HP 



出所：経済財政諮問会議（平成17年10月13日） 



出所：経済財政諮問会議 
（平成18年6月26日） 

短めのサンプル期間 
（90年代以降が中心） 



財政赤字の政治経済学 



財政赤字を巡る議論 

 財政赤字は「自律的」に是正されるか？ 
 
  ①規範モデル：財政の「経済安定化機能」の一環・「課

税の平準化」の帰結 

 

  ②公共選択モデル：民主主義における財政赤字と財政黒
字の「非対称性」⇒「ばら撒き」により財政赤字が慢性化 

 

  ③財政再建の「先送り」：利害当事者（ステイクホル
ダー）は財政の改善に貢献するよう自ら進んで権益（例：
補助金）の削減するよりも、他の当事者が再建努力を行う
ことに「タダ乗り」⇒ 「共有地の悲劇」 



政策決定過程 

 公共部門は「利潤最大化」によって動機付けられてはいな
い≠社会厚生・福祉の最大化 

 

 公共部門（国・地方）内のアクター＝意思決定主体 

    －政治家 

    －官僚 

 

 政治家の目的＝再選・得票率の最大化 

 

 官僚の目的＝既得権益の確保・予算（権益）の最大化 

  ⇒政策の規範（公平・効率）からの乖離 



政策決定過程の分散化 

 財政学（公共経済学）の規範分析：政府は 
  ①「慈悲深く」＝効率・公平（社会厚生）を追求 
  ②一旦決めた政策にコミット＝事前最適を追及（＝

ゲームの「先手」として振る舞い） 
  ③単一の意思決定主体として行動 
することが「仮定」 

 
 単一の意思決定主体⇒ 
    ①政府の予算制約（＝長期の財政収支）に責任 
    ②利用可能な全ての政策（税・支出）を調和＝政策

の「最適化」⇒財政の持続可能性を確保 
 
 現実の政府＝多様な利害当事者が介在 
    
   



図３．２：公共政策のステイク・ホルダー（利害関係者） 
 
   有権者 s（所得階層・職業・居住地・年齢等によって利害が異なる） 
 
       所属                 選出（投票） 
             選挙協力・政治資金 

特定利益団体            政治家（自民党・民主党等） 
（建設業界、農協など）              選出 
                        

政策実施        内閣 
天下り先提供              圧力  
           官僚（官庁） 

                       指示 
 
                     政策立案・提案 



  図４．４：レント・シーキング 
 
 
                       補助金・産業保護 
     団体 A               ＝権益 
           政治資金・集票 
 
  競合関係               政治家・政党 
 
 
     団体 B 
                       補助金・産業保護＝権益 
 

表４．６：レント・シーキングと市場競争 
 

 レント・シーキング 市場競争 
取引されるもの 権益（便宜）＝補助金・産業保

護等 
財貨・サービス 

需要者 利益団体＝レント・シーカー 消費者 
供給者 政治家・政党 企業 
需要者の誘因          自己利益の増進 
競争の帰結 レントの争奪戦＝所得「移

転」・たかり 
⇒非効率性（＋不公平） 

資源配分の効率化・経済成長 

 



共有財源問題 
 
 中央レベルでの政策決定の分散化（政府「内」分権）  
  ⇒多様な利害当事者の間での「ゲームの均衡」として

現実の政策（税、支出、補助金）が帰結 
 
 －行政府内における政治的リーダーシップの欠如 
 －立法府における政党内規律（政党内集権化）の欠如 
  ⇒各政治家が地元地域（選挙区）・支持団体の利益を国

益よりも優先 
 －「縦割り行政」＝省庁間での政策決定の分散 
  ⇒各ステイクホルダーによる自己利益の追求（「部分最

適化」） 
  



共有財源問題 

 各議員が自身の選挙区・支持
団体向けの補助金（公共事業
補助金等）を要求・獲得⇒受
益は限定される一方、負担は
経済全体に及ぶ 

 
 「共有地」としての国税（国

の予算）⇒共有地への「タダ
乗り」＝「共有地の悲劇」 

 全てのステイクホルダー（政
治家・省庁）が国の予算から
補助金を捻出⇒財政の膨張 

 今期の増税か財政赤字の拡大
（将来の負担増） 

 
                
 
 
             MB=v’(g)  
 
                                                             MC=1 
 
                                                     他地域の負担＝負の外部効果 
 
 
                                                           MRC= jφ +(1- jφ )/J 

 
 
 
             0                  *g                       eg           g 



チキンゲーム 
 各利害当事者は総論＝財政再建に賛成しても、各論反対＝自身の既得権

益に固執 
 例：「増税の前に無駄な歳出の削減を」 
 財政再建への合意形成は困難 ⇒ 問題の先送り 
 ポイント：分散的＝ボトムアップの政策形成 
 ゲームの均衡解としての歳出 ⇒ コンロトールが効かない 
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        当事者
Ｂ 
当事者Ａ 

既得権益に
固執 

財政再建に
協力 

既得権益に固執 現状＝均衡 
⇒先送り 

  

財政再建に協力  
 

 協調均衡 

各論反対 

各論反対 



総論賛成・各論反対 

tgrBB −=−∆

 調整すべき財政変数（＝残余変数）は？ 
 

 

財政再建 

歳出カット 増税 

社会保障 
給付費カット？ 

公共事業カット？ 

所得税・社会保険料？ 

消費税？ 

タバコ税？ 



参考：「只乗り問題」 

 個人AとBが公共財（非競合的・排除不可能）を提供 
 各人の公共財提供コスト（機会費用）＝3 
 一人が公共財を提供することで生み出される便益＝２ 
 

⇒ＡとＢがともに公共財を提供すれば非競合性」の性質により公共財
からの便益＝2＋2＝４ 

 
 

      個人B 
個人A 

         公共財提供を 
する  しない 

公共財
提供を 

する （Ａの利得、Ｂの利得） 
＝(4－3、4－3）＝（1，1） 

 （2－3、2）＝(－1，2） 
 

しない （2、2－3）＝（2、－1）   (0，0)＝ナッシュ均衡 
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